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令和２年６月結城市教育委員会定例会  

 

○日  時   令和２年６月２６日（金曜日）  

○場  所   駅前分庁舎 多目的スペース会議室  

○出席委員   小林仁教育長  

北嶋節子委員（教育長職務代理者）  

        中村義明委員  

岩﨑勤委員  

赤木信之委員  

○教育委員会事務局  

教育部長 飯田和美  

次長兼学校教育課長 佐山敦勇，給食センター所長 柳澤教夫，  

参事兼指導課長 鶴見力男，生涯学習課長 斉藤伸明，  

スポーツ振興課長 駒井勝男  

        学校教育課課長補佐 佐々木健，同課学務係長 和泉田真  

 

１ 付議案件  

（１）議案第１８号 結城市立小・中学校管理規則の一部改正について  

（２）議案第１９号 令和２年度結城市立学校給食センター運営審議委員会委員の委嘱に  

          ついて                      ＜非公開＞  

（３）議案第２０号 令和２年度結城市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱について  

＜非公開＞  

（４）議案第２１号 結城市文化芸術審議会委員の委嘱について      ＜非公開＞  

（５）議案第２２号 結城市鹿窪運動公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一  

部改正について 

 

２ 報告事項  

（１）報告第１２号 教育長報告 
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午後１時３５分 開 会  

 

◎議案第１８号 結城市立小・中学校管理規則の一部改正について 

 

学校教育課長  皆さんおそろいになりましたので，教育委員会を始めさせていただきま

す。  

        まず，最初に資料の確認をいたします。  

        先日お配りした本日の定例会の次第，それから本日机の上に置いた件な

んですけれども，まず封筒に入っていました令和２年度第１回結城市総合

教育会議の開催についてということで，総務部から８月２５日ということ

で開催のご案内があります。  

        続きまして，ホッチキス止めで５枚になっております，右上に１番と書

いた資料，こちらがあります。それから，カラー刷りのパンフレットです。

そして，ペラ１枚で，今回の６月議会の一般質問の要旨ということで，１

枚です。それから，冊子になっていまして，結城市小中学校体育連盟によ

る体育交流会についてのパンフレット。以上になります。  

        それでは，改めまして小林教育長より開会宣言をお願いいたします。  

教育長     改めまして，こんにちは。  

        ６月５日の臨時会では大変お世話になりまして，ありがとうございまし

た。  

        本日の出席委員は４名でございます。定足数に達しておりますので，た

だいまから令和２年６月教育委員会定例会を開会いたします。  

        議事に入る前に，定例会の会議録署名人の指名をいたします。  

        中村委員に署名をお願いいたします。  

        それでは，これより議事に入ります。  

        次第２，議案上程は５件でございます。議案第１９号から第２１号につ

きましては人事案件でございます。委員の皆様，結城市教育委員会会議規

則第１５条の規定により，非公開としてよろしいでしょうか。  

        （「はい」と呼ぶ者あり）  

教育長     それでは，非公開といたします。  

        では，議案第１８号 結城市立小・中学校管理規則の一部改正について，

事務局よりお願いいたします。  

学務係長    それでは，次第の１ページをお開きください。 

        議案第１８号 結城市立小・中学校管理規則の一部改正について。 

        上記議案を提出する。 

        令和２年６月２６日提出，結城市教育委員会教育長，小林仁。 

        それでは，２ページをご覧ください。 

        こちらは，６月５日に行われました臨時教育委員会において，小中学校

の夏季休業及び２学期制について議決をいただきました内容の規則改定の

公布文になります。 
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        それでは，３ページをお開きください。 

        こちら規則が載ってございまして，太字の部分が改正部分でございます。 

        第３条第１項にただし書を加える規定及び第３条第１項第８号の略称規

定を改める規定につきましては本則の改定となります。なお，第２条第２

項の学期を定める規定及び第３条第１項第５項の夏季休業日を定める規定

につきましては令和２年度の特例として，本則改正ではなく付則において

改正内容を定めるものでございます。 

        ９ページをお開きください。 

        こちらに付則の改正が載ってございます。 

        この付則の改正により，令和２年度終了時に改めて改正することなく元

の規定に戻すことができる内容となってございます。 

        なお，この改正規則の施行につきましては公布の日からとなっておりま

す。 

        ご審議のほど，よろしくお願いいたします。 

教育長     ただいま事務局から説明がございました。 

        ご質問等ございましたらお願いいたします。 

        この前，臨時会で協議いただいて議決いただいた内容ということで，こ

の特例というのは来年度になるとそもそもこの記述がなくなっていくとい

うふうに考えていいのかな。お願いします。 

学務係長    付則において，令和２年度の特例ということで第２条の２項に，学期制

を含む部分なんですが，こちらは本則，線を引いているんですが，そこを

改正しているわけではなくて読み替えているというような内容になってお

りまして，令和２年度のときはこの太字の部分に読み替えているような感

じになります。ですので，令和２年度が終了した時点で元の３学期制に戻

るというような改正になっています。 

教育長     この斜線が入っていて訂正がされているところは今年度限りで，来年に

なるとこの線で消されている見え消しの部分が残って太字のものが消えて

いくというふうに考えればいいわけですね。 

学務係長    はい。 

教育長     ありがとうございます。 

        大丈夫でしょうかね。 

        それでは，質疑がなければ，まず議案第１８号についてお諮りいたしま

す。  

        議案第１８号について原案のとおり決定することに賛成の委員の方は挙

手をお願いいたします。  

        （賛成者挙手）  

教育長     ありがとうございます。挙手満場。  

        議案第１８号は原案のとおり決定いたします。ありがとうございました。 

 

◎議案第１９号 令和２年度結城市立学校給食センター運営審議委員会委員の委嘱に 
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ついて                              ＜非公開＞ 

＜非公開部分削除＞ 

 

◎議案第２０号 令和２年度結城市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱について 

＜非公開＞ 

＜非公開部分削除＞ 

 

◎議案第２１号 結城市文化芸術審議会委員の委嘱について       ＜非公開＞ 

＜非公開部分削除＞ 

 

◎議案第２２号 結城市鹿窪運動公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一 

部改正について 

 

教育長     続きまして，議案第２２号 結城市鹿窪運動公園施設の設置及び管理に

関する条例施行規則の一部改正について，事務局より説明をお願いします。 

スポーツ振興課長 それでは，議案第２２号，１６ページをごらんください。 

        議案第２２号 結城市鹿窪運動公園施設の設置及び管理に関する条例施

行規則の一部改正について。 

        上記議案を提出する。 

        令和２年６月２６日提出，結城市教育委員会教育長，小林仁。 

        １７ページをごらんください。 

        鹿窪運動公園，鹿窪総合体育館の備品，暖房器具を購入するに当たりま

して，その備品の使用料を今回定めるところでございます。一応，暖房器

具としましてはヒーター２台を購入予定でございまして，１台当たり使用

料として，１回当たり５２０円を使用料としていただくというような形で

考えております。よろしくお願いいたします。 

教育長     ただいま事務局より説明がございました。 

        ご質問等ございましたらお願いいたします。 

        ヒーターを新たに購入して，それの利用料金を設定するということでよ

ろしいですよね。 

スポーツ振興課長 はい。 

教育長     ありがとうございます。 

        質疑はよろしいでしょうか。  

        （発言する者なし）  

教育長     質疑がなければ，議案第２２号についてお諮りいたします。  

        議案第２２号について原案のとおり決定することに賛成の委員の方は挙

手をお願いいたします。  

        （賛成者挙手）  

教育長     ありがとうございます。挙手満場。  

        議案第２２号は原案のとおり決定いたします。  



5 

 

◎報告第１２号 教育長報告 

 

教育長     次に，次第３，報告事項に入ります。案件は１件でございます。  

        報告第１２号は教育長報告になりますので，私から報告をさせていただ

きます。  

        資料の１８ページ。  

        報告第１２号 教育長報告について。  

        上記のことについて，別記のとおり報告する。  

        令和２年６月２６日提出，結城市教育委員会教育長，小林仁。  

        １９ページのほうにお進みください。  

        １番の令和２年結城市議会第２回定例会について。  

        この本会議の一般質問等につきまして記載しているところでございます

が，今回はコロナ対応というようなことで実際には２日間の一般質問が予

定されていたところですが１日だけの，そして質問時間も６０分から３０

分というような，またそういう時間短縮も議会の対応をいただいて，コロ

ナ対応の中で定例会が進められたところでございます。  

        なお，別紙のほうで，１枚，答弁要旨の抜粋したものを用意させていた

だきました。実際には答弁はさらに量的には多いものですが，その中から

その一部を抜粋して，細かい字で申しわけございませんが，まとめさせて

いただきました。  

        （１）の新型コロナウイルス感染防止対策についてというようなことに

つきましては，そこに抜粋してあるところですが，子供たちの臨時休業に

おける学校への登校であるとか，そういうことについてご報告をしながら，

本市の小中学校の現状でのオンライン授業というようなことについても質

問があったところでございますが，本市では同時双方向型を含むオンライ

ン授業の実施はかなり現在の状況では困難な状況，そういう環境が整って

いないということであります。そこで，国が示しておりますＧＩＧＡスク

ール構想の早期実現に向けて環境整備に努めていくと。  

        また，修学旅行についても質問がされておりまして，現在小学校６年，

中学校３年の修学旅行については９月，１０月に延期をしているところで

ございますが，個々の状況を踏まえながら可能な限り実施していきたいと

いうようなことで答弁はさせていただいたところでございます。  

        また，９月の入学の意向については，移行がちょっと移るという字です

ので，誤植で申しわけございません。９月入学というようなことが話題に

なったところでございましたので，それについてどのように考えるんだと

いうようなことがあったもんですから，質問がされたものですから，法改

正の整備を必要とする制度であると同時に，社会全体のシステムを大きく

変えることになるので十分な議論と準備期間が必要だというようなことで

答弁させていただき，もうこの段階では既に先送りのような方向で報道が

されていたところでございます。この９月入学というのは魅力的な制度改
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正になっているのかなという思いはあるところですが，準備がなかなか大

変かなというようなところです。  

        （２）の臨時休業後の小中学校の運営のところで，学校の再開また再開

に向けて，そしてその後どういうふうにして取り組んでいくかというよう

なことで，そこにアンダーライン等で示したように授業内容を取り戻すた

めに夏季休業の授業日を設定する。これは臨時会のときに協議いただいた

ことです。また，行事の精選により授業時数を確保して学力の向上を図る

と。また，学校の実情に応じた人員の確保についても検討していくと，こ

れは国のほうでもそういう人的な配置を措置，補正等進めているところで

すので，結城市でもそのような対応を現在進めているところでございます。 

        児童生徒への対応というようなことで，そこのアンダーラインにあるよ

うな形で，今学校でも教育相談とかそういう形で子供たち一人一人の話を

聞く丁寧な関わりをしていただいているところでございます。コロナいじ

めは絶対に許さない，そういう姿勢で学校がスタートしたところでござい

ます。  

        また，学校の実情に応じて３密を回避する取組をしっかり実施して，熱

中症も併せて対応していくというようなところでございます。そのために

も，地域，家庭の協力をいただきながら取り組んでくというようなことで

答弁をさせていただいたところでございます。  

        再度の臨時休業の場合のところで，現在東京のほうでもかなり感染者の

高止まりというような状況が見られるところですが，今後の状況も踏まえ

ながら，臨時休業に値するかどうかというのは最終的には対策本部会議の

ほうで状況を踏まえながら検討していきたいと。併せて，オンライン授業

のできる最低環境整備というようなことで，今年度中に，もうこれは文科

のほうでも１人１台のタブレットであるとか環境整備を進めるというよう

なことでＧＩＧＡ構想が進んでいるところでございますので，本市におい

ても必要なものを補正とか，そういうものを対応しながら進めていくとい

うようなところでございます。  

        （３）の学校における非接触型体温計及び空気清浄機の整備については，

非接触型体温計の整備につきましては，過日，各学校に学級数プラス保健

室というような形で配置を，整備をしたところでございます。学校で今後

有効な活用に当たっていただく。  

        また，空気清浄機については，学校によってはもう既に設置していると

ころでもあるところですが，なかなかそれで，教室の中で，児童生徒がい

る中での換気が，または除菌が可能かというと，なかなか厳しい，そうい

うデータもないところですので，しっかり換気をしながら，クーラーを使

いながら，そういうことでまずはしっかり取り組んでいくというような答

弁をしたところでございます。  

        ちょっと，簡単な早口な説明になりましたが，以上で抜粋というような

ことでご報告をさせていただきました。  
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        １９ページのほうにお戻りをいただきまして，補正関係のコロナ対応と

いうようなことで上程したところでございますが，まず４点ほどそこに示

されています，キッズスペース改修工事，これは３階のところに子どもふ

れあい広場という親子で小さな子供たちが活動するスペースがあるんです

が，この分庁舎が本庁舎のほうへ移転した段階で，ここも撤退すると，そ

んなような，情報センターの１階に，１階入った左側に子供たちが活動で

きるようなスペースがあるんですが，そこを改修してこちらの代わりにな

れるような環境にしていくというようなことの補正予算がキッズスペース

の改修工事でございます。  

        給食センター感染症対策環境整備事業。これは，今回夏休みに給食を提

供いただくものですから，その状況の中でクーラー等の空調設備を補正で

整えるということでよろしいんですよね。はい。そういうための予算の措

置でございます。  

        ３点目の学校給食関係事業者感染症対策支援事業。これは，学校給食納

入関係の業者の方がコロナ対応で設備等を充実するとか，そういうときに

支援するための予算措置。これも補正で国のほうが計上したものをしっか

りここへ整えて，結城市でも支援事業として計上したところでございます。 

        小中学校感染症対策事業費と。これは，小中学校の消耗品等，消毒剤だ

とか洗剤であるとか，またその他，マスクとか，様々のものの消耗材の予

算付けをしたところでございます。  

        以上が定例会のご報告でございます。  

        ２の行事予定でございますが，別紙のほうで，結城市中学校体育交流会

というようなことで，それぞれの部活動で市内で交流会を，市内総体が中

止になってしまったというようなことでの代替で交流会を実施するという

ようなことで，各専門部でその要項を作成したところでございます。ここ

には要項の出ていない陸上であるとか水泳であるとか新体操，バレー男子，

この種目については県の大会であるとか，または他市の部との交流試合を，

例えば男子バレーなどは男子バレーボール部がそもそもないもんですから，

１つの市に１チームぐらいしか，それで結城と下妻と古河と，この３つし

ますと。  

指導課長    それと結城，４チーム。 

教育長     ４チームで交流をして，子供たちが部活動を引退するに当たって，一応

ある程度仲間づくりと同時にけじめをつけていくというようなことで，感

染症対策にしっかり対応しながら中学３年生の交流会を実施したいという

ことで進めているところでございます。１８日，１９日の，それぞれ日に

ちは，１８日が中心でありますが，計画されているところでございます。  

        その他，１９ページにはたくさんの行事が中止になっている状況でござ

います。  

        ３のその他としまして，水難事故防止ということで，結城市では着衣泳

ということで小学校は継続して水難事故防止のために取り組んでいるとこ
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ろですが，ささはら塾さんのほうで多大な支援をいただいて，各学校のプ

ールの授業の中で実施していたところなんですが，今年は水泳の授業が各

小中学校とも中止というようなことで，それに代わる水難事故防止の教室

をビデオというか，そういう動画を見て実際にお話しをしたりして学ぶ水

難事故防止教室を学校の希望に応じて実施するというようなことで申入れ

がございました。併せて，水泳の課外授業ということで，小学校の低学年，

中学年で希望のある児童に対して，ささはら塾のほうで水難事故防止の着

衣泳とか，そういうものについて実施いただけると，各家庭に保護者のほ

うにお知らせをしたところでございます。これも，議会の部分はこのナン

バー１のほうで，１枚目が中学校の交流会，２枚目がその課外授業，水難

事故防止のための着衣泳をささはら塾のほうで希望者に対して実施してい

ただく，無料でというようなことでの申し出があって，各家庭に配布をさ

せていただいたところでございます。 

        続いて，今の資料のところに，様々コロナ対応での教育に役立ててほし

いというようなことで小中学校のほうに寄附をいただいて，コロナ感染症

対策のための寄附一覧がお示しされているかと思います。たくさんのご厚

意をいただいているところでございます。それぞれが各学校のほうに届け

られている，もう既に利用されているところですが，６番の日本コルマー

さん，こちらのアルコール消毒液とかについては７月１日に贈呈式が予定

されているところでございます。  

        続いて，１９ページの（２）のところに新庁舎移転スケジュールが，９

月の移転を予定していたところでございますが，コロナ対応で工事のほう

も密を避けながら，また資材の調達とかそういう部分も含めてちょっと工

期がずれ込んでいるという中で，新庁舎の引っ越し，そういうものがずれ

込んで，日程的には１１月２１から２３が引っ越しで，１１月２４日に開

庁というようなことで現在変更なったというようなことでございます。  

        早口でご報告させていただきましたが，ご質問等ございましたらお願い

いたします。  

        赤木委員さん，お願いします。  

赤木委員    ２つあります。  

        まず１点なんですが，行事予定の中の中学校部活動交流会について，１

８，１９にされるということなんですが，これはお願いなんですけれども，

上につながる大会ではないんですよね。ですから，できるだけ３年生あた

りを中心に出られるように，結構北関東野球なんかでも３年生がベンチで

２年生が主でというような様子なんかも見られたんですが，３年生あたり

を中心に，そういう心に残る大会ということで実施していただけるように

配慮していただければありがたいなと思います。  

        （個人情報につき一部削除）  

教育長     ありがとうございます。  

        では，参事のほうで。  
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指導課長    まず，中学校の部活動の交流会なんですけれども，先ほど教育長報告で

もあったとおり，本市の中で交流会ができない部活動について，男子バレ

ーボール，陸上，水泳，新体操については県西各市のところで実施という，

あるいは記録会というところで参加をしていると。そのほかの部活動につ

いては，２つのチームもありますが，市内のほうで交流会ができます。３

中学校とも共通理解をしているものとして３年生の交流事業。１，２年生

については密になることも考えられるので一定校内のほうに留め置いて会

場にも来ないというような部活動も今現在計画中です。あるいは，保護者

の応援とかについても様々なところで競技ごとに，外でやる種目と体育館

の種目はまた違いますので，種目ごとにいろいろな取り決めをしながら実

施のほうに向けて取り組んでいます。また，交流試合ということを意識し

て，勝ち負けにこだわる賞状の表彰はなしということで，これも統一して

います。例年，優勝したところにはトロフィーが持ち回りでいくんですけ

れども，それは昨年度の優勝チームの学校に留め置くということで，勝敗

よりも３年間取り組んできた子たちへの一つの区切りと感謝の気持ちで大

会を持とうということを念頭に置いています。 

        ２点目なんですが，学警連の件なんですけれども，学警連は先ほど案件

に出させていただきましたいじめ問題対策協議会の後に実施しております。

いじめ問題対策協議会のメンバーは全員学警連のメンバーにもなっており

ますので，学警連のほうが人数的には，メンバー的には広くなってしまう

んですけれども，各中学校では生徒指導主事と学校の連携ということで，

生安課のほうにはもう何度か足を運んでいるような状況があると思います。

また，学警連のほうの事務局の会長が今年度は江川北小学校長の伊澤校長

が請け負っておりますので…… 

教育長     南です。 

指導課長    南です。江川南小学校の伊澤博明校長のほうはもう警察と連携をして，

児相と連携をして会議を持っているというような状況でございます。やは

り，同じで書面のみの，第１回目は実施ということになりましたので，顔

合わせということはその挨拶をもって済ませているという状況です。 

赤木委員    実際は，それぞれの学校で動いてくれているということなんですね。分

かりました。  

教育長     ありがとうございます。  

        そのほかございますでしょうか。  

北嶋委員    自分の仕事のほうの関連から感じることなんですけれども，子供たちの

マスクとか，一度解除になって，今までコロナで緊張していたのが長かっ

たので気が緩んでしまったのか，マスクをしていても顎のところにしてい

たり，手洗ったりとか，あと体温もはかってくることになっていたんです

けれども，これも忘れちゃったとかはからないとかというのが，ちょっと

緩みが出てきているかなという感じなので。これから暑さも伴うので登下

校のときのマスクはするかしないか。ちょっと離れて歩けばしなくてもい



10 

 

いのかなと思ったり，子供たちに余り安心しないというか，解決したわけ

ではないので，緊張感を持たせながらずっと続けて気をつけていってもら

いたいなと思うんですけれども，登下校のときにマスクは外してもいいん

でしょうか。  

教育長     事務局，お願いいたします。  

指導課長    屋外での活動に関しては，文部科学省のほうからの通達にもあるとおり，

距離を取っていれば感染のリスクは非常に少ないというところで，距離を

取った場合，体育の授業などについてはマスクを外してもいい。併せて，

登下校の件なんですけれども，熱中症対策の一つとしてマスクはどうなの

か，もちろんしていたほうがリスクは少なくなるというようなことは分か

るんですけれども，校医の先生に相談をして各学校の対応をしております。

校医の先生の見立てとしては，距離を取って，屋外であればマスクを外し

て熱中症対策の一つとして問題はないだろうというようなご指導をいただ

いている学校もありますが，これに関しましては，意識の高い保護者も多

くありますので，マスクを外しなさいというような指導ではなくて，距離

を持って歩けばマスクを外してもいいでしょうというような指導になって

います。 

        また，フィジカルディスタンス，距離を取るというところにおいては熱

中症対策の一つにもなるんですけれども，傘を差して登校するというよう

な学校や地域が増えてまいりましたので，本市のほうとしてもそちらのほ

うを励行しながらというふうに考えておりますが，これも傘を日中差して

いるという，日傘の効果というのはすごくあるらしいんですけれども，子

供たちにおいては雨傘で登下校するというような方法も考えていかなくて

はならないかなというふうに考えております。 

        以上です。 

北嶋委員    ありがとうございます。  

教育長     確かに，もうコロナ対応でずっとやっているので気持ち的にも何となく

緩んでくるというか，最初は緊張感があって，学校への登校とかそういう

のも行われていたんですが，だんだん日常的になってきたので，これは大

人も含めて少しもう一度感染防止という意味も，もちろん拡大防止も含め

てですけれども，ここでこれが日常的に行くことを考えればその習慣化と

いうか，そういうものもすごく大事になってくるかなと。併せて，マスク

をずっとつけているとやっぱりこの辺がつらかったりとか，いろいろ症状

が出てきたりというのもありますので，外せる場所とかそういうのもきち

っと子供たちに伝えていくことが必要かなと感じているところです。  

        どうぞ，中村委員。  

中村委員    コロナ感染予防の関係で，今子供たちの日課というのはどういうふうに

なっているのか。ちょっとこの前も案内は出ましたけれども，実際に子供

たちのタイムスケジュール。  

        あと，子供たちが登校始めて何か問題とか，そういう危惧される，何か
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そういったことは事例があるかどうかについて，その辺ちょっと，よくわ

からないので。  

教育長     事務局。  

指導課長    日課表の件なんですけれども，大きく日課を変更してというような学校

は今のところありません。ただ，絹川小学校は昨年度から一つの施策とい

うことで午前中に５時間までの授業を詰めて入れている。単純に早く下校

させるというような，学校に留め置く時間を短くするんだ，あるいは放課

後の職員の会議であるとか，今現在は消毒に学校の先生方非常に，子供た

ちが帰った後学校中の，教室中の消毒にかなりの時間と労力を費やしてい

るというような状況がありますので，そこを考えたときに５時間目まで授

業をやってみるというようなものを施策として今取り組んでいる状況であ

ります。報告としては，スムーズに５時間目までやれていると。給食後，

１時間授業やって子供たちが下校すると，その後に時間非常に使いやすい

んだという職員のこと，あるいは学校に留め置く時間を少しでも短くする

ことによって集団感染というのは，リスクは下がってくるのかなという，

これは検証の段階ですので今後どのような形になってくるか分かりません

が，日課表としては絹川小学校がそのような形で取り組んでいるというの

が今までと違うところ。これは昨年度の３学期にある一定時期やろうと思

っていたんですが，途中から臨時休業に入ってしまいましたので，それを

６月から実際に取り組んでいるということです。 

        また，実際にどのような感染症のリスクというようなことで，問題点が

あるかというところになってくると，今実は幾つかのところで各学校と取

組について情報を集めているような状況です。先ほど校医の先生のご意見

とか学校歯科医の先生のご意見などによってやっぱり学校の対応が多少違

っている。その大きな一つが歯磨き，給食後の歯磨き，どのようにしてい

るかというところで現在水道のところで歯を磨いてびゃっとうがいをする

というような取組をしている学校が，中学校はもう完全に個人的に実際に

やっているところなんですけれども…… 

中村委員    歯磨きをしているのね。  

指導課長    はい。 

        小学校はちょうど半々ぐらいで，１つは歯磨きはするけれども，うがい

のところでは流しに顔を近づけてはねないような，あるいは間隔をあける

という学校と，歯科医師のご指導によって１日３回磨く必要は特にないん

だというご指導をいただいた学校に関しましては歯磨きを禁止していると

いうような状況もあると。多少，そこら辺で様々な取組が出てきているも

のです。 

        また，欠席の状況については毎日こちらのほうとしても把握をしている

んですけれども，熱によって，感染の疑いがあるくらいの高熱によって欠

席するという子については出席停止扱いにしています。また，感染の恐れ

があるので学校はちょっと登校を控えたいというお子さんが市内には３名，
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結城小学校２名，西小学校１名の保護者の考えで学校を休ませているご家

庭があります。その３名については出席停止扱いということで欠席にはし

ていない，これは文部科学省からの通達で出ておりますのでそのような処

置をさせていただいております。 

        また，先日まで教育長訪問を実施して授業参観をしてきたんですけれど

も，やはり様々な，教室で机の間を離すとかいろんな工夫はしているんで

すけれども，特別教室，理科室，美術室については大きな机にグループで

座るというような授業形態になってしまいますので，ちょっともう完全に

対面式に授業が行われているというようなところが幾つかありましたので，

それについては何らかの形で改正できないかということで学校のほうには

ご連絡をさせていただいたというようなことが今ちょっと考え得るところ

であります。 

        以上です。 

教育長     追加ですけれども，日課そのものは通常日課で動いている。  

中村委員    今の，絹川の給食などの関係で５時間って，前もってって，流れるの。  

指導課長    流れている時間帯をつくりました。  

中村委員    給食はでも完全，通常の給食に戻っていますね。  

指導課長    はい。 

中村委員    やっていますよね。  

教育長     通常の給食だけれども，給食の時間が他の学校よりはちょっと遅くなる。

でも搬入は同じなので，その中でできています。去年の日課表で，やはり

教職員の放課後の時間を少しでも確保するということで，かなりそれぞれ

の小中学校で日課表の見直しをして，少し小学生の下校時刻は上に上がっ

たかなという感じです。でも，その日課に基づいた教育活動が今行われて

いるということは，短縮にしているとか，そういうことはないんですね。  

指導課長    それはないですし，あと７時間目の授業を設定している学校もありませ

ん。 

中村委員    余り無理がかかるとまた別な問題も起きるし。  

        もう一つ，ちょっといいですか。  

        これはどうなんだろうというふうに地域の方から言われたんだけれども，

学校で，これは別にコロナの感染に関係なくそういうことだと思うんだけ

れども，発熱，非接触型の体温計で例えば熱があった，そうしたときの対

応と，それは登校したときにやるんだと思うんだよね。あと，校内で途中

から，本人が訴えたりなんか，要するに発熱したとき，そのときの対応で

必ず家に帰されるんだってという話があるんです。私も，今そういう傾向

になっていると思うんだけれども，それどういうふうな取組になっていま

すか。  

教育長     お願いします。  

指導課長    登校時にまず，家を出るときに体温を計ってくる，計ってきた体温のチ

ェックをします。そのときに，もし計ってこない子がいた場合には，基本
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的には教室に入る前に，保健室の前であるとか職員室の前であるとかとい

うところでチェックをして計るというようにしております。熱がないこと

を確認して，教室へ行ったらまず手を洗うというところまでの決まりは全

校で行っていると。その後，熱が出たとき，発熱，体調を崩したというと

ころで，発熱があった場合には，一番理想としているのは発熱の子の保護

者が来るまで待っている場所と保健室，通常の怪我をした，擦りむいた，

そういう子たちが入る保健室と別室にしていただきたいところが一番あっ

たんですけれども，なかなか学校の建物の条件でそうはいきませんので，

出入口を変えるとか，あるいは最後保護者が迎えに来るときにはベランダ

から出すとか，そのような形で，熱がある子の動いた動線と怪我をした，

保健室に用があってやってきたという子が通る動線を区別した対応をして

いただいているというのが現状です。 

中村委員    一般の方々の考え方というのは，学校には保健の先生がいるんでしょう

ということが，私は医者じゃないからねと言った。医者だったらばきっと，

一つの校内医みたいなことで学校に留め置くことは別に問題ないと思いま

すけれども，医者じゃないからそういう医療行為はできないですよみたい

なことを話はしたんだけれども，何かその辺がなかなか理解できないとこ

ろ，何で帰されるの，親だって大変でしょうみたいな。  

教育長     でも，今は，多分今回は熱が出たときにはこのようにします，またご協

力くださいということで保護者に案内を出しています。だから，熱があっ

たときにはもうすぐ連絡をして通院してもらう，下校した後ね。そういう

ことの連絡がもうされているんだよね。  

指導課長    はい。学校には留め置かないと。 

教育長     学校再開のときにそういう対応をするような統一がされています。  

中村委員    これはコロナ云々関係なくてですよね。熱が何度，熱の指定度というの

もあるのか。  

指導課長    以前，コロナが発生したときには３７．５という基準で動いてはいたん

ですが，もう今は数字がなくなって，今は高熱というような表現になりま

した。その高熱という表現がどの程度の熱かというのはちょっとあれなん

ですが，子供たちによっては個人によって平熱が全く違いますので。 

中村委員    その辺，これ微妙な受取り方されるんで，そのようなのを聞くと，ある

程度聞くと説明ができるように，高熱というのは非常に難しいわけで，平

熱，あと計ってきた状況にもよるし，熱が出た場合には，例えば保護者に

方に引き渡しますというようなことだと思うんだよね。それはある程度，

当初にそれは。 

教育長     学校を再開するときにはもうそういうふうな確認をさせていただいてい

る通知を出していただいている。  

指導課長    分散登校のときには既にそのような形になっています。熱が少しでもあ

る場合には学校に登校しないというのが原則になっていますので。 

教育長     現在もそうですね。変わらない。  
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        熱を計ってこないお子さんって本当に何人でもない，学校で３人ぐらい

かなとか。もうやはり皆さん家庭でも熱を計ったり，そういうのが習慣化

しているというか，もうそういうことが求められているので随分定着して

いる状況です。  

指導課長    職員もきちっと計ってくることになっております。 

教育長     職員も絶対来られないので，熱があったら実際勤務ができないというこ

とになっていますので。  

        そのほか，いかがでしょうか。  

        岩﨑委員，お願いします。  

岩﨑委員    ＧＩＧＡスクール構想に基づいて，端末とかそういうのを環境整備が早

急に整いつつあるというお話なんですけれども，文科省のＧＩＧＡスクー

ル構想の中に端末設置に伴って指導者の育成ということがたしか謳われて

いたと記憶しているんですが，以前ちょっとこの会議の中でも指導者の育

成についてお話したときに，現職の先生で指導者を育成しても他の市町村

に移ってしまったりということがあって，その辺を懸念されているような

お話をたしか伺ったと記憶しているんですが，これこの指導者の育成とい

うのは現職の先生ではなくても大丈夫なんですか。例えば，定年になって

再任用された先生であれば他の市町村に移るということはない。期間はも

ちろんいろいろあるでしょうけれども，他の市町村に移ることはなくて，

それでそういうふうにこういうタブレットとかそういうパソコンの授業に

精通された先生がいらっしゃればその方をそういう各市内の学校の指導教

諭になってもらえればすごくいいんではないかと思うんですけれども，そ

の辺はいかがでしょう。  

教育長     どうでしょう。はい。  

学校教育課長  まずは，入れるまで，入れた後も，先生ではなくて専門の支援員の確保

がまずは重要だと思っていますので，そういった民間の方のまずは予算要

求して，まず専門的な知識を持って学校で対応していただける方を業務委

託なり派遣するということがまず先決だと思います。まずそれを第一に考

えております。その後，やはり岩﨑委員さんおっしゃられたように精通し

た立場の先生なんかもしいらっしゃれば協力していただくのがいいのかな

と考えております。 

教育長     岩﨑委員さんからの今のお話し伺って，ああいい視点だなってものすご

く感じました。再任用は５年間しか定年退職の後はやれないんですけれど

も，その退職した市町村でというのが大原則で，後は教員免許持っていれ

ば講師という立場であればもうずっといつまでもやれるもんですから，そ

ういう専門性が高い方がおられたらそういう視点でお世話になっていくの

もいいなと。学校でリーダー的に，またはいろいろ一緒になってやってい

く立場の人がいてくれると。今次長からあったように，やっぱりこれから

のそういうＩＣＴの専門性を持った方がサポートいただけるような体制を

まずは第一に進められればというふうに考えております。ありがとうござ



15 

 

ます。  

        そのほか，いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

        （発言する者なし）  

教育長     それでは，以上で教育長報告を終わりといたします。  

        本日の案件については以上で終了いたしました。  

        慎重なご審議，ご意見をいただきまして，まことにありがとうございま

した。  

        以上をもちまして，令和２年６月教育委員会定例会を閉会いたします。  

        ありがとうございました。  

 

 

午後２時４０分 閉 会  

 

 

上議事録は事実に相違するところがないことを認め，下に署名する。  

 

 

 

結城市教育委員会教育長  

 

 

 

結城市教育委員会委員  


